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１．はじめに 

我が国の安全保障法制全般の幅広い内容の見直しを行った「平和安全法制」が 2015（平

成 27）年９月 19 日に成立してから４年が経過した1。200 時間を超えた当時の国会審議で

は、安全保障環境が厳しさを増す中での同法制による抑止力向上の効果や戦争に巻き込ま

れる危険性の有無、憲法解釈を変更して集団的自衛権の限定行使を認めたことの法的妥当

性などの議論に注目が集まった。他方、同法制に基づく自衛隊の新たな活動の中には、そ

の実施に当たり国会承認を要するとの規定が置かれているものがあり、国会による民主的

統制の観点から、その意義・内容が質されるとともに、国会の関与を更に強化すべきとの

議論も盛んに行われた。また、その関係で与党と一部野党との間で合意文書が作成され、

参議院では附帯決議も行われたが、それらは一般には余り知られていないように思われる。 

そのため、本稿では、平和安全法制における自衛隊の活動に対する国会承認の規定を概

説した後、その関連で当時の国会審議で議論となった論点と合意文書・附帯決議の内容を

紹介する2。なお、本稿における人物の肩書や政党・会派名はいずれも当時のものである。 

                                                                                  
1 報道等では現在でも「安保法制」や「安全保障関連法」との名称が用いられていることが多いが、本稿では、

政府の用いる名称に基づき、「平和安全法制」と呼ぶこととする。 
2 国会の関与の在り方ということでは、国会承認だけでなく、国会報告の在り方も問題となるが、本稿では、

紙幅の関係もあり、当時の国会審議において重要な論点の一つとなった国会承認の在り方を中心に論じるこ

ととし、最後に合意文書・附帯決議の内容を紹介する中で国会報告の在り方にも言及することとした。 
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２．平和安全法制における国会承認の規定 

（１）概要  

 平和安全法制を構成するのは、2015（平成 27）年９月 19 日に成立した２つの法律、す

なわち、自衛隊法等の既存の法律の一部改正を束ねた平和安全法制整備法3と新規立法であ

る国際平和支援法4である。 

その主な内容は、武力行使の新三要件5の法制化等による集団的自衛権の限定行使（存立

危機事態への対処）、我が国の平和と安全に資する活動を行う外国軍隊に対する後方支援

活動等（重要影響事態への対処）、国際社会の平和と安全のために活動する外国軍隊への協

力支援活動等（国際平和共同対処事態への対処）、船舶検査活動の拡充、国際的な平和協力

活動の拡充（非国連統括型の国際平和協力活動（国際連携平和安全活動）への参加、国際

連合平和維持活動等において実施できる業務の拡大、武器使用権限の見直し）、平時におけ

る米軍等の部隊の武器等の防護、在外邦人等の保護措置（警護・救出等）の実施、平時に

おける米軍への物品役務の提供の対象拡大、などである6（後掲の資料１参照）。 

その作成過程では、自由民主党と公明党の与党協議（「安全保障法制整備に関する与党協

議会」7）において、法整備の基本方針として、①自衛隊が参加し、実施する活動が国際法

上の正当性を有すること、②国民の理解を得られるよう、国会の関与等の民主的統制が適

切に確保されること、③参加する自衛隊員の安全の確保のための必要な措置を定めること、

との３つの方針が合意事項として確認され8、②の「民主的統制の確保」に関しては、既存

の法律との整合性等も勘案しつつ9、主に国会承認の対象とすべき自衛隊の活動の範囲や承

認方法（事前承認か事後承認か）が議論された。 

                                                                                  
3 正式名称は「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」

（平成 27 年法律第 76 号） 
4 正式名称は「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関

する法律」（平成 27 年法律第 77 号） 
5 2014(平成 26)年７月１日の閣議決定（「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の

整備について」）では、憲法第９条の解釈を一部変更することによって、「武力の行使」の要件を改め、個別

的自衛権の行使のみを認めていた、従来の「自衛権発動の三要件」に代わり、集団的自衛権の限定行使も可

能な「自衛の措置としての『武力の行使』の新三要件」が新たに示された。その要件は、①我が国に対する

武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が

国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、②

これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、③必要最小限度の実

力行使にとどまるべきこと、である。 
6 平和安全法制の国会提出に至る経緯及びその内容については、中内康夫・横山絢子・小檜山智之「平和安全

法制整備法案と国際平和支援法案―国会に提出された安全保障関連２法案の概要―」『立法と調査』第 366 号

（2015(平 27).7.1）3～23 頁を、また、平和安全法制の国会審議における議論の概要については、中内康夫・

横山絢子・小檜山智之「平和安全法制関連法案の国会審議―４か月にわたった安保法制論議を振り返る―」

『立法と調査』第 372 号（2015(平 27).12.14）3～30 頁を、それぞれ参照されたい。 
7 座長：高村正彦自民党副総裁、座長代理：北側一雄公明党副代表。 
8 安全保障法制整備に関する与党協議会「安全保障法制整備の具体的な方向性について」（2015(平成 27)年３

月 20 日） 
9 平和安全法制の成立前においても、各法律の規定に基づき、一定の自衛隊の活動については、その実施に当

たり、国会承認が必要とされていた。具体的には、武力攻撃事態への対処のための防衛出動（自衛隊法第 76

条）、命令による治安出動（自衛隊法第 78 条）、周辺事態における後方地域支援等（周辺事態安全確保法（当

時））、国際平和協力業務の中の平和維持隊（ＰＫＦ）本体業務（国際平和協力法）などである。また、既に

法律は失効していたが、旧テロ対策特別措置法に基づく協力支援活動等及び旧イラク人道復興特別措置法に

基づく人道復興支援活動等についても、国会承認が必要とされていた。 
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与党協議の結果を踏まえて、政府から国会に提出され、衆参両院で可決、成立した法律

（平和安全法制）では、同法制に基づく新たな自衛隊の活動のうち、①存立危機事態への

対処のための防衛出動、②重要影響事態における後方支援活動等の対応措置、③国際平和

共同対処事態における協力支援活動等の対応措置、④国際連合平和維持活動又は国際連携

平和安全活動のために実施される国際平和協力業務の中のいわゆる平和維持隊（ＰＫＦ）

本体業務及び安全確保業務について、その実施に当たり国会の承認を要することが定めら

れた（後掲の資料２参照）。 

平和安全法制にこれらの国会承認規定を盛り込んだ意義を国会で問われた中谷防衛大

臣・国務大臣（安全保障法制担当）（以下、中谷国務大臣と記す。）は、自衛隊が様々な任

務を十全に果たしていくためには、国民の理解と支持が不可欠であり、実力組織である自

衛隊の活動の実施に当たっては、政府の判断のみならず、国民の代表たる国会議員により

構成される国会において適切な形で承認を得ることにより、自衛隊の活動についての民主

的な統制を適切に確保することが重要であると説明している10。 

なお、国会承認の具体的な手続としては、各法律の規定に基づき、政府から議案11の一類

型である「国会の承認を求めるの件」（承認案件12）が国会に提出され、法律案等と同様の

手続により審議が行われることとなる13。ただし、法律案、予算及び条約のように、議決に

おける衆議院の優越規定（憲法第 59 条～61 条）は存在しないため、衆議院解散時におけ

る参議院の緊急集会の場合を除き14、衆参両院の承認が必ず必要であり、両院の議決が一致

に至らない場合は承認されないこととなる15。 

                                                                                  
10 第 189回国会衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会議録第16号 26～27頁（2015(平

27).7.1）。以下、第 189 回国会において平和安全法制を審査した衆参の特別委員会の会議録を示す際、委員

会名は「平和安全法制特別委員会」と略して記載する。 
11 国会において「議案」として扱われているのは、憲法改正原案、法律案、決議案、予算、条約、決算、予備

費使用承諾案件、国会の承認を求めるの件、国会の議決を求めるの件等である（森本昭夫『逐条解説 国会法・

議院規則〔国会法編〕』（弘文堂、2019(平成 31)年）179～180 頁）。 
12 国会は、憲法の定めるもののほか、内閣（内閣総理大臣）・行政府の行為に対する承認権を法律によって自

らに与えることによって、その行為を統制することができる（樋口陽一編『講座・憲法学 第５巻 権力の分

立（１）』（日本評論社、1994(平成６)年）195～196 頁〔松井幸夫〕）。承認案件の内容・意義については、新

井賢治「国会キーワード：承認案件」『立法と調査』第 241 号（2004(平 16).5）17 頁を参照されたい。 
13 自衛隊の活動の実施に関する承認案件が国会に提出された例は過去に２件ある。第 153 回国会開会中の

2001(平成 13)年 11 月 22 日には、旧テロ対策特別措置法に基づく自衛隊の協力支援活動等の実施に関する承

認案件が提出され、衆議院では同月 27 日、参議院では同月 30 日に承認されている。また、第 159 回国会開

会中の 2004(平成 16)年１月 19 日には、旧イラク人道復興特別措置法に基づく自衛隊の人道復興支援活動等

の実施に関する承認案件が提出され、衆議院では同月 31 日、参議院では翌２月９日に承認されている。 
14 自衛隊の防衛出動に関しては、衆議院の解散中には緊急集会による参議院の承認を求めなければならない旨

が法律上明記されている（事態対処法第９条第４項）。なお、憲法において、衆議院の解散中に「内閣は、国

に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」と規定しており（第 54 条第２項た

だし書）、法律に緊急集会に関する特段の定めがない案件であっても、内閣が、国会の議決を必要とする国政

上重要な問題であると判断すれば、緊急集会を求めることが可能であるとされている。 
15 承認案件に関して、後議の議院が先議の議院の議決に同意しないときは、先議の議院は両院協議会を求める

ことができる（国会法第 87 条第２項、第 123 回国会参議院国際平和協力等に関する特別委員会会議録第 15

号 13 頁（1992(平 4).6.2））。それを踏まえ、承認案件が、①先議の議院で不承認とされた場合、②先議の議

院で承認されたが、後議の議院で不承認とされ、両院協議会が開催されなかった場合、③先議の議院で承認

されたが、後議の議院で不承認とされ、両院協議会が開催されたが成案を得なかった場合、④先議の議院で

承認されたが、後議の議院で不承認とされ、両院協議会が開催され成案を得たが、その成案が少なくともい

ずれか一方の議院で不承認とされた場合は、国会として不承認の議決があったとされる。 
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（２）存立危機事態への対処のための防衛出動 

 従来の事態対処法制16では、「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は武

力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」（武力攻撃事態）

に対処するため、内閣総理大臣は、自衛隊に防衛出動を命ずることができるとしていた。

平和安全法制では、集団的自衛権の限定行使を可能とするため、事態対処法制を改正し17、

武力攻撃事態に加え、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これに

より我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される

明白な危険がある事態」（存立危機事態）においても自衛隊に防衛出動を命ずることができ

ることとなった。 

 この存立危機事態に対処するために自衛隊に防衛出動を命ずるに際しては、武力攻撃事

態と同様、原則国会の事前承認を要するとし、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を

得るいとまがない場合には事後承認が認められるとされた18（自衛隊法第 76 条第１項、事

態対処法第９条第４項）。 

 なお、政府は、防衛出動とは別に、存立危機事態への対処に関する基本的な方針（対処

基本方針19）についても、それまでの武力攻撃事態等20への対処基本方針と同様に21、閣議

決定後、直ちに国会の承認（事後承認）を求める必要がある（事態対処法第９条第７項）。 

 

（３）重要影響事態における後方支援活動等の対応措置 

従来の周辺事態安全確保法は、1997（平成９）年に日米防衛協力のための指針（日米ガ

イドライン）が改定され、その中で「日本周辺地域における事態で日本の平和と安全に重

大な影響を与える場合（周辺事態）の協力」が掲げられたことを受けて、1999（平成 11）

年に制定されたものであり、周辺事態における我が国による米軍への後方地域支援等の対

応措置が定められた。平和安全法制では、同法を改正し（改正後は重要影響事態安全確保

法22）、事態の名称を「周辺事態」から「重要影響事態」に改め、定義上も同事態における

活動に地理的制約がないことを明確化するとともに、米軍以外の外国軍隊等も支援対象と

し、支援内容も拡充した。 

                                                                                  
16 我が国が外部から武力攻撃を受けるなどの有事に対処するため、2003(平成 15)年から 2004(平成 16)年にか

けて国会で可決・成立（承認）した一連の法律（事態対処法、米軍行動関連措置法、海上輸送規制法等）と

条約（ジュネーブ諸条約追加議定書等）を指す。 
17 法律の中では「集団的自衛権」という言葉は用いられていないが、武力行使の新三要件を反映した規定が盛

り込まれた。 
18 前述の与党合意（「具体的な方向性」、脚注８)では「新事態に対応するために自衛隊に防衛出動を命ずるに

際しては、現行自衛隊法の規定と同様、原則国会の事前承認を要すること」とされた。 
19 対処基本方針には、事態認定の前提となった事実、武力行使が必要であると認められる理由、事態対処に関

する全般的な方針、対処措置に関する重要事項等が記載されることとなっており（事態対処法第９条第２項）、

その閣議決定後、国や地方自治体は、それぞれの関係法律に従い、必要な対処措置を実施する。 
20 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態（武力攻撃には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測される

に至った事態）をいう（事態対処法第１条、第２条）。 
21 武力攻撃事態等と存立危機事態が並存する場合は、一つの対処基本方針の中にそれぞれの事態への対処措置

がまとめて定められる（田村重信編著『新・防衛法制』（内外出版、2018(平成 30)年）337 頁）。 
22 改正後の法律の正式名称は「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法

律」（平成 11 年法律第 60 号）。 
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 なお、船舶検査活動法も改正され、重要影響事態及び後述の国際平和共同対処事態にお

ける対応措置の一つとして船舶検査活動も実施できることとなっている。 

この重要影響事態における国会承認の手続は、従来と同様であり23、自衛隊の部隊等によ

る対応措置（後方支援活動、捜索救助活動又は船舶検査活動）の実施につき、原則国会の

事前承認を要するとし、緊急の必要がある場合は国会の事後承認も可能となっている。事

後承認の場合において、国会で不承認の議決があったときは、政府は、速やかに当該活動

を終了させなければならない（重要影響事態安全確保法第５条）。 

 

（４）国際平和共同対処事態における協力支援活動等の対応措置 

 国際社会の平和と安全のために活動する諸外国の軍隊への支援を目的として自衛隊を海

外に派遣するに当たっては、従来、根拠法となる恒久法（一般法）が存在せず、旧テロ対

策特別措置法等、各事態に応じて活動内容や派遣期間を定めた特別措置法を制定して対応

してきた。新たに制定された国際平和支援法は、こうした状況に対応するための初の恒久

法であり、「国際平和共同対処事態」24に際し、我が国が国際社会の平和と安全のために活

動する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことを目的とするものである。 

対応措置（協力支援活動、捜索救助活動又は船舶検査活動）の実施に当たっては、その

実施前に、基本計画を添えて国会の承認を得なければならないと規定されており（同法第

６条第１項）、例外なしの国会の事前承認が必要とされている。国際平和支援法にのみ例外

なしの国会の事前承認の規定が置かれたのは、与党協議での議論を踏まえたものであり、

その合意文書 25には「緊急の必要がある場合、国会の閉会中の場合又は衆議院が解散され

ている場合であっても、国会を直ちに召集するなど所要の手段を尽くすこととし、事前承

認に例外は設けない」と記載されている26。中谷国務大臣は、国会において、この法律が国

際の平和及び安全に寄与する目的で自衛隊を海外に派遣するための一般法であることに鑑

みて、国民の理解を十分に得つつ、民主的統制を確保する観点から、例外なしの国会の事

前承認の規定を置くこととしたと述べている27。 

その上で、国会承認については、衆参の各議院が７日以内に議決するよう努めなければ

ならない旨の努力義務規定が置かれている。また、対応措置の開始から２年を超える場合

には、再承認が必要とされ（その後も２年ごとに再承認）、その場合のみ、活動の中断を避

                                                                                  
23 前述の与党合意（「具体的な方向性」、脚注８) では「国会の関与については、対応措置の実施につき原則国

会の事前承認を要するという現行周辺事態安全確保法の枠組みを維持すること」とされた。 
24 国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国連憲章の目的に従

い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する

必要があるものをいう（国際平和支援法第１条）。 
25 安全保障法制整備に関する与党協議会「国会承認の在り方について」（2015(平成 27)年４月 24 日） 
26 この背景としては、国際平和共同対処事態への対応は、我が国の平和と安全に直接の影響を与える存立危機

事態や重要影響事態に比べて緊急性が低い一方、海外において武力を行使する外国軍隊への後方支援等を行

うことには様々なリスクを伴うことから、特に公明党から、国際法上の正当性や活動内容を慎重に検討する

ためにも例外なしの事前承認手続が必要であるとの主張があり、それに自民党と政府が応じたものであると

報じられている（『日本経済新聞』（2015(平 27).4.22）、『東京新聞』（2015(平 27).4.22）等）。 
27 第 189 回国会参議院平和安全法制特別委員会会議録第 10 号 14 頁（2015(平 27).8.19）。なお、政府は、国会

の閉会中や衆議院解散中であっても、憲法の規定に基づき臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会の

開催を求めることができ、対応措置の実施の可否に係る国会の判断を求めることは可能であるとしている。 
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けるため、国会閉会中と衆議院解散時は事後承認も認めている。なお、国会で不承認の議

決があったときは、政府は、遅滞なく、当該対応措置を終了させなければならない（同法

第６条第２項～第５項）。これらの規定については、同じく自衛隊の海外派遣法である国際

平和協力法28にも 1992（平成４）年の制定時から同様の規定が設けられており、同法も参

考として、与党協議で議論が行われ29、盛り込まれることとなったものである。 

 なお、基本計画の変更と国会承認の関係について、政府は、過去の特措法の国会審議に

おいて、対応措置を実施する国の追加や、対応措置として新たに別の活動を追加するなど、

当初の基本計画の枠を超えるような変更、すなわち対応措置の同一性が保たれないような

変更については、変更後の対応措置の実施について改めて国会承認が必要との考えを示し

ており、中谷国務大臣は、国際平和支援法における基本計画の変更に際しても、同様の考

えに基づいて、適切に国会の承認を求めていくと述べている30。 

 

（５）国際連合平和維持活動等におけるＰＫＦ本体業務及び安全確保業務 

平和安全法制では国際平和協力法も改正されており、その主な内容は、①国連が統括し

ない国際的な平和協力活動（「国際連携平和安全活動」）の協力対象への追加、②「安全確

保業務」31、「駆け付け警護」32等の新たな国際平和協力業務の追加、③安全確保業務及び駆

け付け警護の実施に当たっての任務遂行のための武器使用や「宿営地の共同防護」のため

の武器使用の権限付与、などである。 

法改正後において国会承認を必要とするのは、国際連合平和維持活動又は国際連携平和

安全活動のために実施される国際平和協力業務として、自衛隊の部隊等が停戦監視等のＰ

ＫＦ本体業務33又は安全確保業務を実施する場合である34。これらの業務を実施するに当

たっては、部隊等の海外派遣前に、実施計画を添えて国会の承認を得なければならない。

ただし、国会が閉会中又は衆議院が解散されている場合は事後承認も可能である。また、

衆参の各議院が７日以内に議決するよう努めなければならない旨の努力義務規定が置かれ

                                                                                  
28 正式名称は「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」（平成４年法律第 79 号）。報道等では一

般に「ＰＫＯ協力法」と呼ばれているが、本稿では、政府が略称としている「国際平和協力法」を用いる。 
29 前述の与党合意（「国会承認の在り方」、脚注 25）において、国際平和支援法における国会承認規定の整備に

関する項目の中に、国際平和協力法の規定への言及がある。 
30 第 189 回国会衆議院平和安全法制特別委員会議録第 16 号 33 頁（2015(平 27).7.1） 
31 防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、身体及び財産に対する危害の防止及び抑止その他特定の

区域の保安のための監視、駐留、巡回、検問及び警護を行うこと。 
32 自己等の生命又は身体への危険がない場合に、あえて自己と離れた場所に所在する者の生命又は身体を防護

するために駆け付けて必要があれば武器を使用すること。 
33 国際平和協力法第３条第３号イからヘまでに掲げる業務及びこれらの業務に類するものとして同号レの政

令で定める業務。具体的には、停戦監視、緩衝地帯における駐留・巡回、放棄された武器の収集・処分等で

ある。これらの業務については、1992(平成４)年の法律の制定時に、参議院での議院修正により、その実施

に当たって国会の承認を要する旨の規定が追加された。 
34 前述の与党合意（「国会承認の在り方」、脚注 25)では、「現行の国際平和協力法に基づく国連平和維持活動に

参加する場合は、いわゆるＰＫＦ本体業務（停戦監視活動）のみが国会承認の対象とされていることを踏ま

え、改正後の国際平和協力法に基づく国際連携平和安全活動及び国連平和維持活動についても、停戦監視活

動及び安全確保活動を承認の対象とする。一方、人道復興支援活動等のその他の活動については、いわゆる

５原則に従って行われるものであり、今回新設される国際連携平和安全活動についてもこれまでの国連平和

維持活動と同様の手続によるものとし、国会承認を要するものとはしないこととする。」とされた。 
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ているほか、派遣が２年を超える場合には再承認（その後も２年ごとに再承認）が必要と

されている。なお、国会で不承認の議決があったときは、政府は、遅滞なく、当該業務を

終了させなければならない（国際平和協力法第６条第７項～第 12 項）。 

他方、駆け付け警護も含めて、それ以外の業務については、その実施に当たって国会承

認は不要である。 

 新設された業務である安全確保業務と駆け付け警護で国会承認の要否が異なっているこ

とについて、政府は、安全確保業務は、防護を必要とする住民、被災民等の生命、身体及

び財産に対する危害の防止及び抑止その他特定の区域の保安のための監視・駐留・巡回・

検問・警護を行うものであり、従来から国会承認規定が置かれていた停戦監視等のＰＫＦ

本体業務と同様に、諸外国の軍隊における歩兵に相当する普通科主体で構成される部隊に

よって実施することが想定され、軍事的色彩が強いものであるため、文民統制をより徹底

させる見地から、国会承認規定を設けたとしている。他方、駆け付け警護は、後方支援等

の部隊が緊急の要請に応じて、現場に駆け付け、国連ＰＫＯ等の活動関係者の生命及び身

体を保護するものであり、歩兵部隊による軍事的色彩の強い業務と異なるものであること

から、実施主体及び業務の相違を踏まえて、国会承認の対象に含めなかったとしている35。 

 

（６）国会承認の対象外の活動等（在外邦人等の保護措置、米軍等部隊の武器等防護） 

 平和安全法制に基づく新たな自衛隊の活動等のうち、前述の（２）から（５）に係る活

動以外は国会承認の対象とはなっていない。 

 このうち「在外邦人等の保護措置」は、外国における緊急事態に際して生命又は身体に

危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護

のための措置を自衛隊の部隊等が実施するものである（自衛隊法第 84 条の３）。邦人救出

等のために「任務遂行型の武器使用」権限も認められており36、その実施に当たって国会承

認を必要とすべきではないかと問われた中谷国務大臣は、邦人救出等のオペレーションは、

①一般的に安全かつ速やかに確保するという迅速性、②短期間のオペレーションで、相手

国の領域に駐留をすることがないという一時性、③犯人グループに自衛隊の突入が悟られ

ないようにする必要があるという秘匿性といった特性を有することから、法律上、国会の

関与等について特段の規定を設けていないと説明している37。 

 また、平和安全法制では「米軍等の部隊の武器等の防護」38に関する規定が新設されたが

（自衛隊法第 95 条の２）、国会審議では、外形上は米軍等を守るという集団的自衛権と同

じ行為であるのに、国会承認の規定が置かれていないなど、実施の要件が緩く、集団的自

                                                                                  
35 第 189 回国会衆議院平和安全法制特別委員会議録第９号５頁（2015(平 27).6.12）、第 189 回国会参議院平

和安全法制特別委員会会議録第 10 号 25 頁（2015(平 27).8.19） 
36 平和安全法制の制定前から自衛隊法に規定されていた「在外邦人等の輸送」（同法第 84 条の４）では、「自

己保存型の武器使用」（自己等（自己、共に現場に所在する隊員又は自己の管理の下に入った者）を防護する

ための武器使用）の権限のみが認められていたのに対して、「在外邦人等の保護措置」では、自己保存型に加

えて、「任務遂行型の武器使用」（自己保存を超えて、例えば他人の生命、身体等を防護するため、又はその

任務を妨害する行為を排除するための武器使用）の権限が認められた（同法第 94 条の５）。 
37 第 189 回国会参議院平和安全法制特別委員会会議録第８号 34 頁（2015(平 27).8.5） 
38 自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等を防護するもの。 
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衛権行使の「抜け道」になっているとの指摘があった。これに対し中谷国務大臣は、「95 条

の２の武器等防護には国会承認は不要だが、存立危機事態が認定される場合には国会承認

が必要である。両者は厳格に手続、要件を区別している」とした上で、「95 条の２は条文

上も、また適用される場面や武器使用においての要件も、集団的自衛権の行使とは明確に

異なり、極めて受動的かつ限定的なものになっている。そもそも存立危機事態は、我が国

にとって武力を行使するほか手段がないという極めて緊迫した事態であり、95 条の２に基

づく限られた武器使用権限で対応できる事態ではない。95 条の２が事実上、集団的自衛権

の代わりであるとの指摘は当たらない」と反論している39。 

 

３．国会審議における国会承認の全体の在り方に関する議論 

平和安全法制の国会審議においては、これまで述べてきた点に加えて、自衛隊の活動に

対する国会承認の全体の在り方に関わる問題として、以下の２点が主な論点となり、多く

の議論が行われた。 

 

（１）国会への情報提供の在り方 

国会承認を要する自衛隊の活動について、その実施の可否を国会が判断するに当たって

は、その判断に必要な情報が提供されていることが重要であるが、政府が、特定秘密に当

たることなどを理由として、国会に十分な情報提供を行わない可能性が指摘された。これ

に対して、中谷国務大臣は、「部隊運用の詳細等、我が国の手のうちを明らかにするものは

支障がある」などと述べて、事態認定の根拠となる情報の中には特定秘密に該当するもの

があり得ると認めた。その上で、情報のニュースソースや具体的な数値を明示しない形で

情報を整理し、特定秘密にかからないように事態認定の根拠を示すなどして、国会の判断

に必要な情報を可能な限り開示したいとの意向を示した40。 

 

（２）例外なしの国会の事前承認を求める議論 

参議院の審議においては、日本を元気にする会、次世代の党及び新党改革の３党が、国

会関与の強化等を内容とする修正案を作成し41、事後承認は単なる事後追認になるおそれ

があるなどとして、国際平和共同対処事態への対応措置に限らず、平和安全法制において

国会承認の対象となっている全ての活動と駆け付け警護の実施についても例外なしの事前

承認とすることや、それらの活動について 90 日ごとの再承認の規定を置くこと、国会によ

る常時監視・事後検証のための規定を整備することなどを主張した。 

例外なしの事前承認の規定を拡大すべきとの主張に対して、安倍総理は、自衛隊の活動

の実施に当たり、「政府として可能な限り国会の事前承認を追求していく」と述べる一方 、

我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が事前に十分に察知されず突発的に発生

                                                                                  
39 第 189 回国会参議院平和安全法制特別委員会会議録第 12 号 22～23 頁（2015(平 27).8.25）、同会議録第 18

号 12 頁（2015(平 27).9.9） 
40 第 189 回国会参議院平和安全法制特別委員会会議録第４号 17 頁（2015(平 27).7.29）、同会議録第 12 号５

頁（2015(平 27).8.25） 
41 同修正案は、委員会審査の場への正式な形（修正動議）での提出はなかった。 
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し、極めて短期間のうちに存立危機事態に立ち至るような場合を例示し、例外としての事

後承認を認めなければ我が国の平和と安全の確保に支障を来す場合があり得るとして、そ

の場合には国会承認の前であっても、並行して自衛隊に行動を命じる必要があるとの考え

を示した。また、国際平和協力法に基づく活動の実施についても、国会閉会中や衆議院解

散中に活動の必要性が生じた場合、次期国会の召集を待っていては国際社会の期待にタイ

ムリーに応えることができないことも想定されるとして、やむを得ない場合には事後承認

となることもあり得るとの認識を示した42。 

 

４．５党合意と参議院の附帯決議 

平和安全法制の参議院での審議段階において、与党（自由民主党及び公明党）と前述の

３党（日本を元気にする会、次世代の党及び新党改革）は、法案の修正協議を行い、最終

的に修正は行わないこととなったが、法律の施行に当たり、自衛隊の活動への国会の関与

強化の措置をとることなどで一致し、2015（平成 27）年９月 16 日、５党の党首は「平和

安全法制についての合意書」（以下「５党合意」という。）に署名した。翌 17 日には、参議

院の特別委員会で平和安全法制の採決が行われ、その可決直後に議決された附帯決議（後

掲の資料３参照）には、５党合意の合意事項がそのまま反映された。さらに、同月 19 日、

政府は、平和安全法制の成立を踏まえた今後の取組に関する閣議決定を行ったが43、その中

では「政府は、本法律の施行に当たっては、…５党合意の趣旨を尊重し、適切に対処する

ものとする。」と記載されている。 

ここでは、政府が適切に対処するとした５党合意の合意事項（参議院特別委員会の附帯

決議事項と同じ）のうち、国会の関与強化に関する項目（２、３、４、５、９）について、

順次、見ていくこととする44（後掲の資料２も参照）。 

 

（１）存立危機事態に該当するが武力攻撃事態等に該当しない場合（項目２） 

２ 存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防

衛出動の国会承認については、例外なく事前承認を求めること。 

現在の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は、同時に

武力攻撃事態等にも該当することがほとんどで、存立危機事態と武力攻撃事態等が重

ならない場合は、極めて例外である。 

                                                                                  
42 第 189 回国会参議院平和安全法制特別委員会会議録第５号 35 頁（2015(平 27).7.30）等 
43 「平和安全法制の成立を踏まえた政府の取組について」（2015(平成 27)年９月 19 日 国家安全保障会議決定・

閣議決定） 
44 それ以外の項目（１、６、７、８）は、当時の国会審議の中で重要な論点となった問題（存立危機事態の認

定基準、外国軍隊への後方支援を実施する区域、外国軍隊に提供する「弾薬」の具体的内容、核兵器等の大

量破壊兵器を輸送する可能性の有無等）について、政府答弁を確認する内容が記載されている（関連の政府

答弁については、第 189 回国会衆議院平和安全法制特別委員会議録第７号７頁（2015(平 27).6.5）、第 189 回

国会衆議院本会議録第 28 号 11 頁（2015(平 27).5.26）、第 189 回国会参議院平和安全法制特別委員会会議録

第 13 号 20 頁（2015(平 27).8.26）、同会議録第８号 10～11 頁（2015(平 27).8.5）等を参照）。 
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存立危機事態における防衛出動の国会承認手続は、前述のとおり、法律上は、原則、国

会の事前承認となっており、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない

場合には事後承認が認められている。 

他方、５党合意を踏まえれば、我が国に対する直接の武力攻撃のおそれがなく、武力攻

撃事態等には該当しないが、存立危機事態に該当するような場合には、政府は、自衛隊の

出動に当たり、例外なく事前に国会の承認を求めることとなる。 

なお、現実の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は同時に

武力攻撃事態等にも該当することが多いとの認識は国会審議の中で政府側から幾度も示さ

れている45。その上で、中谷国務大臣は、存立危機事態と武力攻撃事態等が重ならない例外

的事例に当たるのは、中東のホルムズ海峡の機雷封鎖に起因して存立危機事態を認定し、

機雷を除去するために自衛隊に防衛出動を命ずる場合が想定されるとの認識を示し46、そ

の場合には「事後承認は考えていない」47、「基本的には国会の事前承認を求めることを想

定している」48と発言していた。こうした国会でのやりとりも踏まえて、この項目はまとめ

られたものと考えられる。 

 

（２）重要影響事態における事前承認、駆け付け警護の国会報告（項目３） 

３ 平和安全法制に基づく自衛隊の活動については、国会による民主的統制を確保する

ものとし、重要影響事態においては、国民の生死に関わるような極めて限定的な場合

を除いて、国会の事前承認を求めること。 

また、ＰＫＯ派遣において、駆け付け警護を行った場合には、速やかに国会に報告す

ること。 

第１文に関して、重要影響事態においては、前述のとおり、法律上は、対応措置の実施

について、原則、国会の事前承認を要するとしており、緊急の必要がある場合は事後承認

も可能となっている。 

他方、５党合意を踏まえれば、政府は、対応措置の実施に当たり、「国民の生死に関わる

ような極めて限定的な場合」を除いて、国会の事前承認を求めることとなる。なお、法文

上の「緊急の必要がある場合」との具体的な状況の相違については、これまでの国会論議

では明らかになっていない49。 

 第２文に関して、国際平和協力法において国会への報告が求められているのは、①実施

計画の決定又は変更があったとき、②実施計画に定める国際平和協力業務が終了したとき、

                                                                                  
45 第 189 回国会衆議院平和安全法制特別委員会議録第 18 号５頁（2015(平 27).7.8）、第 189 回国会参議院平

和安全法制特別委員会会議録第３号 10 頁（2015(平 27).7.28）等 
46 第 189 回国会参議院平和安全法制特別委員会会議録第３号 10 頁（2015(平 27).7.28） 
47 第 189 回国会衆議院平和安全法制特別委員会議録第７号 29 頁（2015(平 27).6.5） 
48 第 189 回国会参議院平和安全法制特別委員会会議録第 16 号 27 頁（2015(平 27).9.4） 
49 なお、中谷国務大臣は、「例えば、重要影響事態において、国民の生死に関わるような極めて限定的な場合

を除いてなどとされているように、例外はあり得る」と発言し、５党合意によって例外なく事前承認が必要

になったわけではないとの認識を示している（第 190 回国会参議院外交防衛委員会会議録第７号 15～16 頁

（2016(平 28).3.23））。 
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③実施計画に定める国際平和協力業務を行う期間に係る変更があったときである（第７条）。 

 他方、駆け付け警護は、他の国際平和協力業務を行う場合にのみ併せて付与できる付随

的な業務であり、他の主たる業務（例えば施設業務）を行っている部隊が、緊急の要請を

受け、応急的かつ一時的な措置として実施するものであって、恒常的に行う性格のもので

はない50。５党合意を踏まえれば、政府は、自衛隊が駆け付け警護を実施した場合には、実

施計画に定める主たる業務が終了した段階などで併せて報告するのではなく、個別の対応

事例ごとに、速やかに国会に報告を行うことが求められることになると思われる。 

 

（３）期間を限定した承認、180 日ごとの国会報告（項目４） 

４ 平和安全法制に基づく自衛隊の活動について、国会がその承認をするに当たって国

会がその期間を限定した場合において、当該期間を超えて引き続き活動を行おうとす

るときは、改めて国会の承認を求めること。 

  政府が国会承認を求めるにあたっては、情報開示と丁寧な説明をすること。 

当該自衛隊の活動の終了後において、法律に定められた国会報告を行うに際し、当

該活動に対する国内外、現地の評価も含めて、丁寧に説明すること。 

  また、当該自衛隊の活動について、180 日ごとに国会に報告を行うこと。 

第１文に関して、前述のとおり、平和安全法制に基づく自衛隊の活動のうち、①国際平

和支援法に基づく国際平和共同対処事態への対応措置、②国際平和協力法に基づき自衛隊

の部隊等が行うＰＫＦ本体業務及び安全確保業務については、派遣期間が２年を超える場

合の国会の再承認（その後も２年ごとの再承認）の規定が置かれている。 

他方、５党合意を踏まえれば、平和安全法制に基づく自衛隊の活動について、上記の法

律に定める場合以外でも、国会がその承認をするに当たって期間を限定した場合には、政

府は、当該期間を超えて引き続き活動を行おうとするときは、改めて国会の承認を求める

こととなる。 

第２文では、政府が国会承認を求めるに当たり、情報開示と丁寧な説明をすることが求

められているが、これは、前述のとおり、特定秘密への対応を含め、国会への情報提供の

在り方をめぐる国会での議論を踏まえたものであると思われる。 

第３文に関して、平和安全法制において、国会の承認を得て行ったいずれの自衛隊の活

動についても、その終了後の国会への報告が義務付けられているが（事態対処法第９条第

15 項、重要影響事態安全確保法第 10 条、国際平和支援法第５条、国際平和協力法第７条）、

法律には、その報告の内容をどのようなものにすべきかが具体的に書かれているわけでは

ない。５党合意を踏まえれば、政府は、活動終了時の国会報告に当たり、当該活動に対す

る国内外、現地の評価も含めて、丁寧に説明することが求められる。 

第４文に関して、国会承認を得て自衛隊が活動中の場合において、基本計画又は実施計

画が変更された場合の国会報告の規定は存在するが（重要影響事態安全確保法第 10 条、国

                                                                                  
50 田村重信編著『新・防衛法制』（内外出版、2018(平成 30）年) 574～575 頁 
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際平和支援法第５条、国際平和協力法第７条）、自衛隊の活動中に日数で区切って報告を求

める法律上の規定はなく、５党合意を踏まえれば、政府は、180 日ごとの国会報告が新た

に求められることとなる。 

 

（４）国会による活動終了の議決（項目５） 

５ 国会が自衛隊の活動の終了を決議したときには、法律に規定がある場合と同様、政

府はこれを尊重し、速やかにその終了措置をとること。 

事態対処法においては、内閣総理大臣は、国会が対処措置を終了すべきことを議決した

ときは、対処基本方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならないとされており51

（同法第９条第 14 項）、武力攻撃事態等又は存立危機事態における自衛隊の活動について

は、国会の議決による終了が法律に定められている。 

他方、５党合意を踏まえれば、政府は、事態対処法に規定されている場合と同様、その

他の自衛隊の活動についても、国会がその終了を議決（決議）したときには、これを尊重

し、速やかにその終了措置をとることとなる52。 

 

（５）常時監視及び事後検証（項目９） 

９ なお、平和安全法制に基づく自衛隊の活動の継続中及び活動終了後において、常時監

視及び事後検証のため、適時適切に所管の委員会等で審査を行うこと。 

さらに、平和安全法制に基づく自衛隊の活動に対する常時監視及び事後検証のため

の国会の組織のあり方、重要影響事態及びＰＫＯ派遣の国会関与の強化については、本

法成立後、各党間で検討を行い、結論を得ること。 

項目９については、基本的には、政府に対応を求めるものではなく、国会や政党間で議

論を行い、結論に至れば実施する内容のものである。 

なお、５党合意においては、「今後検討すべき事項については、協議会を設置した上、法

的措置も含めて実現に向けて努力を行う」ことが確認されている。第２文に記載された「平

和安全法制に基づく自衛隊の活動に対する常時監視及び事後検証のための国会の組織の在

り方」の検討に関しては、当時、５党間において国会に新たな機関を設ける方向で協議を

進める方針との報道も見られた53。その後の状況は不明だが、現時点において、新たな機関

は設けられていない。 

  

                                                                                  
51 2003(平成 15)年の法律制定時に、衆議院における議院修正により、内閣総理大臣が対処基本方針の廃止につ

き閣議の決定を求める場合として、「国会が対処措置を終了すべきことを議決したとき」が加えられた。 
52 なお、国会審議においても、政府側から、自衛隊の活動を終了すべき旨の国会として意思が示される場合に

は、法的拘束力がなかったとしても、政府としてその判断を重く受け止め、適切な対応をとる旨の答弁がな

されている（第 189 回国会参議院平和安全法制特別委員会会議録第 20 号 50 頁（2015(平 27).9.14））。 
53 『日本経済新聞』（2015(平 27).10.22）、『読売新聞』（2016(平 28).3.31）、『日本経済新聞』（2016(平 28).5.23） 
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５．おわりに 

 平和安全法制が成立して既に４年が経過したが、これまでに、①南スーダンＰＫＯに派

遣された自衛隊の施設部隊に対する駆け付け警護と宿営地の共同防護の任務等の付与54

（2016（平成 28）年 11 月）、②米軍等の部隊の武器等防護の規定（自衛隊法第 95 条の２）

に基づく自衛隊による米軍の艦艇や航空機の警護（2017（平成 29）年～）、③平和安全法

制の内容を反映した物品役務相互提供協定（ＡＣＳＡ）の各国との締結55（2017（平成 29）

年～）、④エジプトのシナイ半島で国連ＰＫＯと類似の活動を行う「多国籍部隊・監視団（Ｍ

ＦＯ）」への自衛官の司令部要員としての派遣56（2019（平成 31）年４月～）など、同法制

に基づく取組・施策が実施に移されてきている 

これまでの自衛隊の活動等はいずれも国会の承認は不要だったが57、今後、承認を要する

活動を自衛隊が実施するに当たっては、当時の国会審議でも指摘されているように、国会

としての判断に必要な情報が十分に提供され、政府による丁寧な説明が行われることが最

低限必要であろう。その上で、自衛隊の活動の実効性を担保しつつ、国会による民主的統

制が実質的かつ十分に機能する形で、国会承認の手続を進められることが期待される。 

なお、直近の常会である第 198 回国会開会中の 2019（平成 31）年４月 22 日には、立憲

民主党・民友会・希望の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の参議院の野党３会派

が「安保法制は違憲であり、専守防衛を逸脱し立憲主義を破壊するものである」などとし

て、平和安全法制の廃止法案を提出している58。また、2019（令和元）年７月に実施された

参議院通常選挙においても、多くの政党の公約には平和安全法制に関連する内容が含まれ

ており、今後も国会において同法制の是非やその在り方をめぐる議論は続いていくものと

考えられる。 

国際情勢が大きく変化し、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しくなる中、自衛隊の任

務や権限も拡大してきている。そうした中において、いかに文民統制、とりわけ国会によ

る民主的統制を十分に確保するのかは重要な課題であり、本稿で取り上げた平和安全法制

に基づくものも含め、自衛隊の活動全般に対する国会の関与の在り方について、より一層

議論を深めていくことが必要であると思われる。 

 

（なかうち やすお）

                                                                                  
54 任務等は付与されたが、2017(平成 29)年５月の施設部隊撤収までに駆け付け警護と宿営地の共同防護が実

際に行われることはなかった。 
55 これまでに新日米ＡＣＳＡ（2017(平成 29)年４月発効）、日英ＡＣＳＡ（同年８月発効）、新日豪ＡＣＳＡ

（同年９月発効）、日仏ＡＣＳＡ（2019(令和元)年６月発効）及び日加ＡＣＳＡ（2019(令和元)年７月発効）

が締結されている。なお、2017(平成 29)年以降は、自衛隊の艦艇による弾道ミサイル警戒中の米艦への燃料・

食料の洋上補給が行われていると報じられている（『読売新聞』（2017(平 29).9.20）、『朝日新聞』（2018(平

30).4.4）等）。 
56 平和安全法制で認められた国際平和協力法に基づく国際連携平和安全活動への協力の初例である。 
57 なお、本稿で取り上げた自衛隊の活動に対する国会承認手続とは別の話であるが、条約であるＡＣＳＡの締

結に当たっては、憲法第 73 条第３号の規定に従い事前に国会の承認を行っている。 
58 国民民主党・新緑風会は、翌 23 日、廃止法案とセットとなる「周辺事態法改正案」等の３法案も参議院に

提出している。また、日本維新の会は、第 193 回国会開会中の 2017(平成 29)年３月に平和安全法制の対案と

なる５法案等を参議院に提出している。 
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【資料１】「平和安全法制」の構成と主な内容 

１．法律の構成 

○平和安全法制整備法（一部改正を束ねたもの、以下の法律を一括改正） 
 ①自衛隊法、②国際平和協力法（ＰＫＯ法）、③周辺事態安全確保法（→重要影響事態安全
確保法に変更）、④船舶検査活動法、⑤事態対処法、⑥米軍行動関連措置法（→米軍等行動
関連措置法に変更）、⑦特定公共施設利用法、⑧海上輸送規制法、⑨捕虜取扱い法、⑩国家
安全保障会議設置法  
※その他、技術的な改正を行う法律が 10 本（改正法附則による処理） 

○国際平和支援法（新規制定） 
 国際社会の平和と安全のために活動する他国軍隊への支援活動 

２．法律の主な内容 

○憲法第９条の下で許容される自衛の措置 
・「武力行使の新三要件」による集団的自衛権の限定行使（存立危機事態への対処） 

→自衛隊法、事態対処法、米軍行動関連措置法、海上輸送規制法、捕虜取扱い法及び特定
公共施設利用法の改正 （事態対処法制のうち国民保護法は実質的な内容の変更を含む
改正なし。国際人道法違反処罰法は改正なし。） 

○他国軍隊への支援活動等 
・我が国の平和と安全に資する活動を行う他国軍隊への支援活動（重要影響事態への対処）

→周辺事態安全確保法の改正（→重要影響事態安全確保法に変更） 
・国際社会の平和と安全のために活動する他国軍隊への支援活動（国際平和共同対処事態へ
の対処） 
→新たな恒久法（一般法）の制定（国際平和支援法） 

・重要影響事態及び国際平和共同対処事態における船舶検査活動 
→船舶検査活動法の改正 

○国際的な平和協力活動の実施 
・国連統括外の人道復興支援活動や安全確保活動等の国際的な平和協力活動への参加 
・国際連合平和維持活動等において実施できる業務の拡大（安全確保業務、駆け付け警護等）
及び業務の実施に必要な武器使用権限の見直し 
→国際平和協力法の改正 

○武力攻撃に至らない侵害への対処（グレーゾーン事態対処） 
・我が国の防衛に資する活動を行う米軍等の部隊の武器等防護 
 →自衛隊法の改正 
※離島周辺などでの不法行為への対処等については、自衛隊の治安出動や海上警備行動の発
令手続の迅速化のため、電話による閣議決定を導入（法改正なし） 

○その他の法改正事項 
・在外邦人等の保護措置（警護・救出等） 

→自衛隊法の改正 
・情報収集活動時など平時における米軍に対する物品・役務の提供の拡大 

→自衛隊法の改正 
・上官命令反抗・部隊不法指揮等に係る罰則について国外犯処罰規定を整備 

→自衛隊法の改正 
・存立危機事態、重要影響事態等への対処を国家安全保障会議の審議事項に追加 
 →国家安全保障会議設置法の改正 

（出所）筆者作成 
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【資料２】平和安全法制に基づく自衛隊の活動に対する国会の関与 

活 動 

（根拠法） 

法律上の規定 ５党合意・参議院の附帯決議 

における主な記載事項 国会の承認 国会への報告 

存立危機事態への

対処のための防衛

出動 

（自衛隊法及び事

態対処法） 

原則 事前承認 

例外 特に緊急の必要があり事

前に国会の承認を得るい

とまがない場合の事後承

認 

※自衛隊の出動について承認を

得る 

なお、防衛出動のほか、対処

基本方針も国会承認の対象 

対 処 基 本 方 針

（廃止・対処措

置の結果）の報

告 

・存立危機事態に該当するが、武

力攻撃事態等に該当しない場合

は例外なく事前承認 

・国会が期間を限定した場合は、

その期間を超えるときに改めて

国会承認 

・180 日ごとの国会報告 

・国会の議決による活動の終了 

 （法律にも規定あり） 

重要影響事態にお

ける後方支援活動

等の対応措置 

（重要影響事態安

全確保法及び船舶

検査活動法） 

原則 事前承認 

例外 緊急の必要がある場合の

事後承認 

※自衛隊の部隊等が実施する後

方支援活動、捜索救助活動又は

船舶検査活動の実施につき承

認を得る 

基本計画（決定・

変更・対応措置の

結果）の報告 

・国民の生死に関わる極めて限定

的な場合を除いて事前承認 

・国会が期間を限定した場合は、

その期間を超えるときに改めて

国会承認 

・180 日ごとの国会報告 

・国会の議決による活動の終了 

国際平和共同対処

事態における協力

支援活動等の対応

措置 

（国際平和支援法

及び船舶検査活動

法） 

例外なき事前承認 

※対応措置（協力支援活動、捜索

救助活動又は船舶検査活動）の

実施につき基本計画を添えて

承認を得る 

※各議院が７日以内に議決する

努力義務規定あり 

※派遣が２年を超える場合の再

承認規定あり（その場合のみ国

会が閉会中又は衆議院が解散

されている場合の事後承認可）

基本計画（決定・

変更・対応措置

の結果）の報告

・国会が期間を限定した場合は、

その期間を超えるときに改めて

国会承認 

・180 日ごとの国会報告 

・国会の議決による活動の終了 

 

国際連合平和維持

活動 

国際連携平和安全

活動 

（国際平和協力

法） 

【PKF 本体業務・安全確保業務】

事前承認（国会が閉会中又は衆議

院が解散されている場合は事後

承認可） 

※当該業務の実施につき実施計

画を添えて承認を得る 

※各議院が７日以内に議決する

努力義務規定あり 

※派遣が２年を超える場合の再

承認規定あり 

 

【上記以外の業務】 

国会承認は不要 

 

実施計画（決定・

変更・実施の結

果・期間の変更）

の報告 

 

・国会が期間を限定した場合は、

その期間を超えるときに改めて

国会承認 

・180 日ごとの国会報告 

・駆け付け警護については実施後

速やかに国会報告 

・国会の議決による活動の終了 

 

（注）本表は、平和安全法制において国会承認の規定が置かれている自衛隊の活動について、国会関与の内容を

整理したものであり、国会報告の規定や５党合意・附帯決議の記載事項を全て掲げたものではない。なお、

５党合意・附帯決議では、表に掲げた内容のほか、国会の関与強化に関するものとして、国会承認に際して

政府が情報開示と丁寧な説明を行うことや、活動終了後の国会報告も国内外、現地の評価も含めて、丁寧に

説明すること、常時監視及び事後検証のため、適時適切に所管の委員会等で審査を行うとともに、国会の組

織の在り方等について各党間で検討を行い、結論を得ることなども記載されている。 

 （出所）筆者作成  
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【資料３】参議院平和安全法制特別委員会の附帯決議 

我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案
及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等
に関する法律案に対する附帯決議 

平成 27 年９月 17 日

日本国憲法の下、我が国の戦後 70 年の平和国家の歩みは不変であった。これを確固たるもの
とするため、二度と戦争の惨禍を繰り返さないという不戦の誓いを将来にわたって守り続けなけ
ればならない。 
その上で、我が国は国連憲章その他の国際法規を遵守し、積極的な外交を通じて、平和を守

るとともに、国際社会の平和及び安全に我が国としても積極的な役割を果たしていく必要がある。
その際、防衛政策の基本方針を堅持し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならないこと

を改めて確認する。さらに、両法律、すなわち平和安全法制の運用には国会が十全に関与し、国
会による民主的統制としての機能を果たす必要がある。 

このような基本的な認識の下、政府は、両法律の施行に当たり、次の事項に万全を期すべきで
ある。 
１． 存立危機事態の認定に係る新三要件の該当性を判断するに当たっては、第一要件にいう「我

が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険
がある」とは、「国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶこと
が明らかな状況」であることに鑑み、攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、
推移などの要素を総合的に考慮して、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危
険など我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむることとなる犠牲の深刻性、重大性などから
判断することに十分留意しつつ、これを行うこと。 

   さらに存立危機事態の認定は、武力攻撃を受けた国の要請又は同意があることを前提とする
こと。また、重要影響事態において他国を支援する場合には、当該他国の要請を前提とするこ
と。 

２． 存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の
国会承認については、例外なく事前承認を求めること。 
現在の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は、同時に武力攻撃

事態等にも該当することがほとんどで、存立危機事態と武力攻撃事態等が重ならない場合は、
極めて例外である。 

３． 平和安全法制に基づく自衛隊の活動については、国会による民主的統制を確保するものと
し、重要影響事態においては国民の生死に関わる極めて限定的な場合を除いて国会の事前承
認を求めること。 

  また、ＰＫＯ派遣において、駆け付け警護を行った場合には、速やかに国会に報告すること。
４． 平和安全法制に基づく自衛隊の活動について、国会がその承認をするに当たって国会がその

期間を限定した場合において、当該期間を超えて引き続き活動を行おうとするときは、改めて
国会の承認を求めること。 

   また、政府が国会承認を求めるに当たっては、情報開示と丁寧な説明をすること。また、当
該自衛隊の活動の終了後において、法律に定められた国会報告を行うに際し、当該活動に対す
る国内外、現地の評価も含めて、丁寧に説明すること。 

   また、当該自衛隊の活動について 180 日ごとに国会に報告を行うこと。 
５． 国会が自衛隊の活動の終了を決議したときには、法律に規定がある場合と同様、政府はこれ

を尊重し、速やかにその終了措置をとること。 
６． 国際平和支援法及び重要影響事態法の「実施区域」については、現地の状況を適切に考慮し、

自衛隊が安全かつ円滑に活動できるよう、自衛隊の部隊等が現実に活動を行う期間について
戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を指定すること。 

７． 「弾薬の提供」は、緊急の必要性が極めて高い状況下にのみ想定されるものであり、拳銃、
小銃、機関銃などの他国部隊の要員等の生命・身体を保護するために使用される弾薬の提供に
限ること。 

８． 我が国が非核三原則を堅持し、ＮＰＴ条約、生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約等を批准
していることに鑑み、核兵器、生物兵器、化学兵器といった大量破壊兵器や、クラスター弾、
劣化ウラン弾の輸送は行わないこと。 

９． なお、平和安全法制に基づく自衛隊の活動の継続中及び活動終了後において、常時監視及び
事後検証のため、適時適切に所管の委員会等で審査を行うこと。 

   さらに、平和安全法制に基づく自衛隊の活動に対する常時監視及び事後検証のための国会
の組織の在り方、重要影響事態及びＰＫＯ派遣の国会関与の強化については、両法成立後、各
党間で検討を行い、結論を得ること。 

    右決議する。 


